
関
係
資
料

関
係
資
料

95 96

　この条約の締約国は、
　国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに
男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに
留意し、
　世界人権宣言が、差別は容認することができないものであ
るとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生ま
れながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平
等であること並びにすべての人は性による差別その他のいか
なる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享
有することができることを宣明していることに留意し、
　人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会
的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平
等の権利を確保する義務を負っていることに留意し、
　国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女
の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、
　更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平
等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、
　しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に
対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
　女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳
の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件
で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する
上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻
害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に
役立てるために完全に開発することを一層困難にするもので
あることを想起し、
　窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のた
めの訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機
会が最も少ないことを憂慮し、
　衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女
の平等の促進に大きく貢献することを確信し、
　アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民
地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並び
に内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であ
ることを強調し、
　国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべて
の国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で
相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳
重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、
諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、
外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある
人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国
の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発
展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献する
ことを確認し、
　国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あら
ゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加
することを必要としていることを確信し、
　家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認めら
れていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並
びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、

保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。

第４条
１　締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的と
する暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する
差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる
意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続ける
こととなってはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平
等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
２　締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（こ
の条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解し
てはならない。

第５条
　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
　(a)　両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男

女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あ
らゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び
文化的な行動様式を修正すること。

　(b)　家庭についての教育に、社会的機能としての母性に
ついての適正な理解並びに子の養育及び発育における
男女の共同責任についての認識を含めることを確保す
ること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮
するものとする。

第６条
　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か
らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含
む。）をとる。

第２部
第７条
　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対す
る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
　(a)　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並

びにすべての公選による機関に選挙される資格を有す
る権利

　(b)　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに
政府のすべての段階において公職に就き及びすべての
公務を遂行する権利

　(c)　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機
関及び非政府団体に参加する権利

第８条
　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動
に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかつい
かなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。

第９条
１　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対
して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人と
の婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国
籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制する
こととならないことを確保する。
２　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の
権利を与える。

出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、
子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必
要であることを認識し、
　社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割と
ともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であ
ることを認識し、
　女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている
諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる
形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、
　次のとおり協定した。

第１部
第１条
　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく
区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化
的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻を
しているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎として
人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害
し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

第２条
　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女
子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段によ
り、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次の
ことを約束する。
　(a)　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法

令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、
男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適
当な手段により確保すること。

　(b)　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法そ
の他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。

　(c)　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎とし
て確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の
機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効
果的に保護することを確保すること。

　(d)　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差
し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行
動することを確保すること。

　(e)　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃
するためのすべての適当な措置をとること。

　(f)　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び
慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置
（立法を含む。）をとること。

　(g)　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を
廃止すること。

第３条
　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及
び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎と
して人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障
することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確

第３部
第10条
　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等
の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎
として次のことを確保することを目的として、女子に対する差
別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
　(a)　農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職

業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一
の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技
術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種
類の職業訓練において確保されなければならない。

　(b)　同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を
有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備
を享受する機会

　(c)　すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女
の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目
的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を
奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導
計画を改訂すること並びに指導方法を調整することに
より行うこと。

　(d)　奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
　(e)　継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画

を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差をでき
る限り早期に減少させることを目的とした継続教育計
画を利用する同一の機会

　(f)　女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学
した女子のための計画を策定すること。

　(g)　スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
　(h)　家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的

情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受
する機会

第11 条
１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次
の権利を確保することを目的として、雇用の分野における
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置
をとる。
　(a)　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
　(b)　同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利
　(c)　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並び

に労働に係るすべての給付及び条件についての権利並
びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継
続的訓練を含む。）を受ける権利

　(d)　同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）
及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に
関する取扱いの平等についての権利

　(e)　社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他
の労働不能の場合における社会保障）についての権利
及び有給休暇についての権利

　(f)　作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の
保護を含む。）についての権利

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差
別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確
保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。
　(a)　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をして

いるかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁

女子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約（抄）

採　　択：昭和 54(1979) 年 12 月 18 日
　　　　   （国連第 34 回総会）
効力発生：昭和 56(1981) 年 9 月 3 日
日 本 国：昭和 60(1985) 年 6 月 25 日批准
　　　　　昭和 60(1985) 年 7 月 25 日効力発生
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る者の一代に限り、その効力を有する。
　
第十五条　公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国
民固有の権利である。
２　すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者
ではない。
３　公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障
する。
４　すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはなら
ない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問
はれない。
　
第十六条　何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又
は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に
請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいか
なる差別待遇も受けない。
　
第十七条　何人も、公務員の不法行為により、損害を受けた
ときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その
賠償を求めることができる。
　
第十八条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪
に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さ
せられない。
　
第十九条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
　
第二十条　信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。い
かなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力
を行使してはならない。
２　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加するこ
とを強制されない。
３　国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動
もしてはならない。
　
第二十一条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の
自由は、これを保障する。
２　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵
してはならない。
　
第二十二条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転
及び職業選択の自由を有する。
２　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵さ
れない。
　
第二十三条　学問の自由は、これを保障する。
　
第二十四条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦
が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によ
り、維持されなければならない。
２　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ
ればならない。

　日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ
て行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないや
うにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言
し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託
によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国
民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に
基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及
び詔勅を排除する。
　日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配
する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸
国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し
ようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と
偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会にお
いて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国
民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する
権利を有することを確認する。
　われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国
を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的
なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
　日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓ふ。

　第一章　天　皇（第一条～第八条）　（略）
　第二章　戦争の放棄（第九条）　　　（略）

第三章　国民の権利及び義務
　（第十条～第四十条）（一部抜粋）

第十条　日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
　
第十一条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられな
い。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことので
きない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
　
第十二条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国
民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公
共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
　
第十三条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉
に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必
要とする。
　
第十四条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信
条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。
２　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
３　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴は
ない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受け

て得るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利
　(f)　あらゆる地域活動に参加する権利
　(g)　農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を

利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植
計画において平等な待遇を享受する権利

　(h)　適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供
給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利

第４部
第15条
１　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認
める。
２　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的
能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機
会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管
理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与える
ものとし、裁判所における手続のすべての段階において女
子を男子と平等に取り扱う。
３　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果
を有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類
のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。
４　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自
由に関する法律において男女に同一の権利を与える。

第16条
１　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項につ
いて女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な
措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のこ
とを確保する。
　(a)　婚姻をする同一の権利
　(b)　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみ

により婚姻をする同一の権利
　(c)　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
　(d)　子に関する事項についての親（婚姻をしているかい

ないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。あら
ゆる場合において、子の利益は至上である。

　(e)　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決
定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能に
する情報、教育及び手段を享受する同一の権利

　(f)　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類
する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の
権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至
上である。

　(g)　夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択
する権利を含む。）

　(h)　無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、
取得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関す
る配偶者双方の同一の権利

２　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、
また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登
録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）
がとられなければならない。

第５部　（略）

止すること。
　(b)　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従

前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴
わない母性休暇を導入すること。

　(c)　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への
参加とを両立させることを可能とするために必要な補助
的な社会的サービスの提供を、特に保育施設網の設置
及び充実を促進することにより奨励すること。

　(d)　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種
類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を
与えること。

３　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及
び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必
要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

第12条
１　締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族
計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保する
ことを目的として、保健の分野における女子に対する差別
を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
２　１の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分
べん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合に
は無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄
養を確保する。

第13条
　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の
権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活
動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべ
ての適当な措置をとる。
　(a)　家族給付についての権利
　(b)　銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用につ

いての権利
　(c)　レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における

文化的活動に参加する権利

第14条
１　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族
の経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化さ
れていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入
れるものとし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保
するためのすべての適当な措置をとる。
２　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村
の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受
けることを確保することを目的として、農村の女子に対す
る差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものと
し、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。
　(a)　すべての段階における開発計画の作成及び実施に参

加する権利
　(b)　適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウ

ンセリング及びサービスを含む。）を享受する権利
　(c)　社会保障制度から直接に利益を享受する権利
　(d)　技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規で

あるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な
識字に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域
サービス及び普及サービスからの利益を享受する権利

　(e)　経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じ

日本国憲法（抄） 昭和 21 年 11 月 3 日公布
昭和 22 年 5 月 3 日施行
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更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴
くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」
と読み替えるものとする。

（職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事
業主及び労働者の責務）

第十二条　国は、前条第一項に規定する不利益を与える行
為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を
行つてはならないことその他当該言動に起因する問題（以
下この条において「性的言動問題」という。）に対する事業
主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、
啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければなら
ない。
２　事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の
関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に
対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の
必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力する
ように努めなければならない。
３　事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）
は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働
者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければな
らない。
４　労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他
の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業
主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなけれ
ばならない。

（求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する
雇用管理上の措置等）

第十三条　事業主は、求職者その他これに類する者として厚
生労働省令で定めるもの（以下この項及び次項並びに次条
において「求職者等」という。）によるその求職活動その他
求職者等の職業の選択に資する活動（以下この項及び同
条第一項において「求職活動等」という。）において行われ
る当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当
該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当
該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要
な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけ
ればならない。
２　事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項
の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由と
して、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし
てはならない。
３　厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ず
べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるもの
とする。
４　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴
くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」
と読み替えるものとする。

（求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する
国、事業主及び労働者の責務）

第十四条　国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第
一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言
動に起因する問題（以下この条において「求職活動等にお

合でなければ、これを講じてはならない。

（女性労働者に係る措置に関する特例）
第八条　前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情
を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置
を講ずることを妨げるものではない。

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第九条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産
したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
２　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇
してはならない。
３　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出
産したこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第
六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若し
くは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠
又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの
を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益
な取扱いをしてはならない。
４　妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性
労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業
主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇で
ないことを証明したときは、この限りでない。

（指針）
第十条　厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条
第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主
が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」
という。）を定めるものとする。
２　第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更
について準用する。この場合において、同条第四項中「聴く
ほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と
読み替えるものとする。

　第二節　事業主の講ずべき措置等
（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管
理上の措置等）

第十一条　事業主は、職場において行われる性的な言動に
対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその
労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により
当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労
働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければな
らない。
２　事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主
による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたこと
を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取
扱いをしてはならない。
３　事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第
一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合に
は、これに応ずるように努めなければならない。
４　厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ず
べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるもの
とする。
５　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変

第二十七条～第四十条　（略）

　第四章　国　会（第四十一条～第六十四条）� （略）
　第五章　内　閣（第六十五条～第七十五条）� （略）
　第六章　司　法（第七十六条～第八十二条）� （略）
　第七章　財　政（第八十三条～第九十一条）� （略）
　第八章　地方自治（第九十二条～第九十五条）� （略）
　第九章　改　正（第九十六条）� （略）
　第十章　最高法規（第九十七条～第九十九条）� （略）
　第十一章　補　則（第百条～第百三条）� （略）

第二十五条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する。
２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及
び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
　
第二十六条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その
能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する
子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、こ
れを無償とする。

雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律（抄） 　　　　　昭和 47 年 7 月 1 日法律第 113 号

最終改正：令和 7 年 6 月 11 日法律第 63 号

第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の
理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊
娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する
ことを目的とする。

（基本的理念）
第二条　この法律においては、労働者が性別により差別され
ることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつ
つ、充実した職業生活を営むことができるようにすることを
その基本的理念とする。
２　事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する
基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られ
るように努めなければならない。

（啓発活動）
第三条　国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女
の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理
解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図る
ため、必要な啓発活動を行うものとする。

（男女雇用機会均等対策基本方針）
第四条　厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき
方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を
定めるものとする。
２　男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次の
とおりとする。
一　男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の
動向に関する事項
二　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等について講じようとする施策の基本となるべき事項

３　男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女

性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等
を考慮して定められなければならない。
４　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定
めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴
くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
５　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定
めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
６　前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変
更について準用する。

第二章　雇用の分野における男女の均等な機会
　　　　及び待遇の確保等

　第一節　性別を理由とする差別の禁止等
（性別を理由とする差別の禁止）

第五条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性
別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第六条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別
を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、
昇進、降格及び教育訓練
二　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措
置であつて厚生労働省令で定めるもの
三　労働者の職種及び雇用形態の変更
四　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

（性別以外の事由を要件とする措置）
第七条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる
事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要
件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の
比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差
別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるも
のについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らし
て当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場
合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管
理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場
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（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第三十五条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要
があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすることができる。
２　前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定
めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す
ることができる。

（公表）
第三十六条　厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第
九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項、
第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、
第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第
二十四条第二項の規定に違反している事業主に対し、前条
第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を
受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表する
ことができる。

（船員に関する特例）
第三十七条　（略）

（適用除外）
第三十八条　第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、
第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地
方公務員に、第二章第二節（第十九条を除く。）の規定は、
一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する
法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第二号の
職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律
第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法
（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員
及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第
五項に規定する隊員に関しては適用しない。

第五章　罰則

第三十九条　第三十五条第一項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附　則　（略）

用に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受
けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該
事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場
の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該
苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努め
なければならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）
第二十二条　第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一
項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一
項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事
項についての労働者と事業主との間の紛争については、個
別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年
法律第百十二号）第四条、第五条及び第十二条から第十九
条までの規定は適用せず、次条から第三十三条までに定め
るところによる。

（紛争の解決の援助）
第二十三条　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に
関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につ
き援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、
必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
２　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由とし
て、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして
はならない。

　第二節　調停（略）

第四章　雑則

（調査等）
第三十四条　厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者
のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施する
ものとする。
２　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関
の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることが
できる。
３　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事
から必要な調査報告を求めることができる。

めなければならない。
４　労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理
解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うと
ともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するよう
に努めなければならない。

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第十七条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和四十年法律
第百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受
けるために必要な時間を確保することができるようにしな
ければならない。

第十八条　事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保
健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができる
ようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措
置を講じなければならない。
２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべ
き措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必
要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。
３　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴
くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」
と読み替えるものとする。

（男女雇用機会均等推進者）
第十九条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一
項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第
十七条及び前条第一項に定める措置等並びに職場におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにする
ために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図
るための業務を担当する者を選任するように努めなければ
ならない。

　第三節　事業主に対する国の援助
第二十条　国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分
野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障とな
つている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置
を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、
相談その他の援助を行うことができる。
一　その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況
の分析
二　前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善
するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
三　前号の計画で定める措置の実施
四　前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
五　前各号の措置の実施状況の開示

第三章　紛争の解決

　第一節　紛争の解決の援助等
（苦情の自主的解決）

第二十一条　事業主は、第六条、第七条、第九条、第十七条
及び第十八条第一項に定める事項（労働者の募集及び採

ける性的言動問題」という。）に対する事業主その他国民一
般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他
の措置を講ずるように努めなければならない。
２　事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するそ
の雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労
働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研
修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項
の措置に協力するように努めなければならない。
３　事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）
は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関
心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払
うように努めなければならない。
４　労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する
関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を
払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力す
るように努めなければならない。

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題
に関する雇用管理上の措置等）

第十五条　事業主は、職場において行われるその雇用する女
性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産し
たこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を
請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業を
したことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生
労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者
の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者か
らの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
２　事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主
による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたこと
を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取
扱いをしてはならない。
３　厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ず
べき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるもの
とする。
４　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変
更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴
くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」
と読み替えるものとする。

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題
に関する国、事業主及び労働者の責務）

第十六条　国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に
規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起
因する問題（以下この条において「妊娠・出産等関係言動
問題」という。）に対する事業主その他国民一般の関心と理
解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ず
るように努めなければならない。
２　事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用
する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が
他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の
実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措
置に協力するように努めなければならない。
３　事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）
は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解
を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努

男女共同参画社会基本法 　　　　　平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号
最終改正：令和 7 年 6 月 27 日法律第 80 号

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平
等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際
社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、
なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国
の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、
互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか
わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女
共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を
二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、
社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明
らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体
及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的
かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
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ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間
における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働
を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものと
する。
２　地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を
促進するために必要な施策を推進するための拠点（次項に
おいて「男女共同参画センター」という。）としての機能を担
う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるもの
とする。
３　男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務
を行うに当たっては、男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の効果的な推進を図るため、独立行政法人男女共
同参画機構と密接に連携するように努めるものとする。

（人材の確保等）
第十八条の二　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務
並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養
成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるも
のとする。

（調査研究）
第十八条の三　国は、社会における制度又は慣行が男女共
同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他
の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進す
るように努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第十九条　国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体
が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報の提
供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）
第二十条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の
下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換
その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協
力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努
めるものとする。

第三章　男女共同参画会議

（設置）
第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と
いう。）を置く。

（所掌事務）
第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規
定する事項を処理すること。 
二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大
臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関
する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査

二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
に必要な事項 

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男
女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ
ればならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった
ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ
ばならない。
５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい
て準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）
第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、
当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府
県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ
き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 
二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するために必要な事項 

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共
同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的
な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定め
るように努めなければならない。
４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又
は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形
成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す
るに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけれ
ばならない。

（国民の理解を深めるための措置）
第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基
本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じ
なければならない。

（苦情の処理等）
第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響
を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために
必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共
同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ
れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置
を講じなければならない。

（連携及び協働の促進）
第十八条　国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女
共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を
行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図

（国際的協調）
第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ
る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共
同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければな
らない。

（国の責務）
第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画
社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及
び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参
画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ
の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策
定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）
第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあら
ゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会
の形成に寄与するように努めなければならない。

（独立行政法人男女共同参画機構の役割）
第十条の二　独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方
公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のた
めの中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

（法制上の措置等）
第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。

（年次報告等）
第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成
の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての報告を提出しなければならない。
２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形
成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これ
を国会に提出しなければならない。

第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する
　　　　基本的施策

（男女共同参画基本計画）
第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参
画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女
共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め
るものとする。
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の大綱 

第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経
済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す
ることの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関
し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の
責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男
女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するこ
とを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構
成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ
とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること
をいう。
二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間
の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい
ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することを
いう。 

（男女の人権の尊重）
第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊
厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを
受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確
保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨とし
て、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ
る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映
して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない
影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害
する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における
制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して
及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮され
なければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な
構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は
民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画
する機会が確保されることを旨として、行われなければなら
ない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女
が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護
その他の家庭生活における活動について家族の一員として
の役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う
ことができるようにすることを旨として、行われなければなら
ない。
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第二章　配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）
第三条　都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支
援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配
偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする
ものとする。
２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、
当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を
果たすようにするよう努めるものとする。
３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものと
する。
一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずるこ
と又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介す
ること。
二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心
理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、
被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第
八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における
安全の確保及び一時保護を行うこと。
四　被害者が自立して生活することを促進するため、就業
の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等につ
いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の
援助を行うこと。
五　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情
報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行う
こと。
六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報
の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行
うこと。

４　前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自
ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託
して行うものとする。
５　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若し
くは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、
その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。
６　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当
たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に
努めるものとする。

（女性相談支援員による相談等）
第四条　女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援
助を行うことができる。

（女性自立支援施設における保護）
第五条　都道府県は、女性自立支援施設において被害者の
保護を行うことができる。

（協議会）
第五条の二　都道府県は、単独で又は共同して、配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関
係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
連する職務に従事する者その他の関係者（第五項において

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）
第二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及
び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主
務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並
びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）
を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一
項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画
の指針となるべきものを定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
基本的な事項
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の内容に関する事項
三　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間
の団体の連携及び協力に関する事項
四　前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護のための施策に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとす
るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければ
ならない。
４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）
第二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県
における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条におい
て「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。
２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
基本的な方針
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の実施内容に関する事項
三　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公
共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
四　前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重
要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、
かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策
の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町
村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村
基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。
５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本
計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その
他の援助を行うよう努めなければならない。

３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員
の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であっ
てはならない。
４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）
第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす
る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

（資料提出の要求等）
第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要
があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又
は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説
明その他必要な協力を求めることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある
と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必
要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議
員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定
める。

附　則　（略）

審議すること。 
三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ
ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対
し、意見を述べること。 
四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女
共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要がある
と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、
意見を述べること。 

（組織）
第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって
組織する。

（議長）
第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。

（議員）
第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大
臣が指定する者 
二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する
者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数
の十分の五未満であってはならない。

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律 　　　　　平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号

最終改正：令和 7 年 12 月 30 日法律第 84 号

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平
等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が
行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重
大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずし
も十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害
者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に
対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女
平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を
図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する
ための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対
する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組に
も沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支
援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第一章　総則

（定義）

第一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶
者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃で
あって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同
じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以
下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力
等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力
等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り
消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き
続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受
けた者をいう。
３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていない
が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」に
は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ること
を含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止す
るとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援することを
含む。以下同じ。）を図る責務を有する。
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信装置を含む。）の位置に係る位置情報を取得すること。
十一　その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記
録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置（以下
この号において「位置情報記録・送信装置等」という。）
を取り付けること、位置情報記録・送信装置等を取り付
けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記
録・送信装置等を移動し得る状態にする行為として政令
で定める行為をすること。

３　第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子
（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号におい
て単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が
幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていること
その他の事情があることから被害者がその同居している子
に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止
するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発す
る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当
該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命
令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの
間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい
る住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校そ
の他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該
子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付
近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項
第二号から第十一号までに掲げる行為（同項第五号に掲げ
る行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファク
シミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならない
ことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であ
るときは、その同意がある場合に限る。
４　第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他
被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者
と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下
この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親
族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な
言動を行っていることその他の事情があることから被害者
がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ
れることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁
止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立
てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、
接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過す
る日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活
の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）そ
の他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は
当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所
の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の
子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等
が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあって
は、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することが
できる。
６　第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、
次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけること及び
通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）
をいう。
一　電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関す
る法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規
定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を
特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならな
いことを命ずるものとする。
２　前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接
近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判所は、
被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が
生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算し
て一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる
行為をしてはならないことを命ずるものとする。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
又はその知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合
を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文そ
の他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九
年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信
をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の
送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うため
に必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」と
いう。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子
メールの送信等をすること。
五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時
までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装置を
用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。
六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を
催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置く
こと。
七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態
に置くこと。
八　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知
り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、
電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下この号において同じ。）に係る記録媒体その
他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又は
その性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送
信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
九　その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送
信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情
報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二
条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号
及び次号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を
有する装置で政令で定めるものをいう。以下この項におい
て同じ。）（第十一号に規定する行為がされた位置情報記
録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される
当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を
政令で定める方法により取得すること。
十　その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情
報送信装置（当該装置を識別する情報を送信する機能
を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識
別情報送受信装置（位置情報記録・送信装置その他の
装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を
有するものをいう。）の位置に係る位置情報を利用して、
その所在する地点又は区域の位置を特定するために用
いられる装置をいう。以下この号及び次号において同じ。）
（同号に規定する行為がされた位置特定用識別情報送

百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制
止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の
発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

（警察本部長等の援助）
第八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察
本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面
本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、
配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力
による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出
があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの
暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定める
ところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示そ
の他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために
必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）
第八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）
に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」
という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四
号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、
母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第
百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の
自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉
事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係
機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たって
は、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りな
がら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）
第九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員
の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたとき
は、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

第四章　保護命令

（接近禁止命令等）
第十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、
身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知し
てする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」と
いう。）を受けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一
項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者か
らの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を
し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶
者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号から
第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力
等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれ
が大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配
偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被
害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居
を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において
被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先そ

「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協
議会」という。）を組織するよう努めなければならない。
２　市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することが
できる。
３　協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を
図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対
する支援の内容に関する協議を行うものとする。
４　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣
府令で定めるところにより、その旨を公表しなければなら
ない。
５　協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行う
ため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又
は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること
ができる。

（秘密保持義務）
第五条の三　協議会の事務に従事する者又は従事していた
者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第五条の四　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及
び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第三章　被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第六条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった
者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同
じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力
相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければ
ならない。
２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認
められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支
援センター又は警察官に通報することができる。この場合に
おいて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
３　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規
定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規
定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、
配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認
められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相
談支援センター等の利用について、その有する情報を提供
するよう努めなければならない。

　（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）
第七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通
報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、
第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センター
が行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、
必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）
第八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ
れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第
百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第
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２　前項の規定によりされた申立て等については、当該申立
て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に
関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものと
みなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
３　第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がさ
れた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
４　第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令
の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又は名
称を書面等に記載することをいう。以下この項において同
じ。）をすることとされているものについては、当該申立て等
をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に
代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名
称を明らかにする措置を講じなければならない。
５　第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定する
ファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイル
に記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
６　第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その
他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又
はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもっ
てするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送
付も、同様とする。

（保護命令の申立てについての決定等）
第十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付
さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をす
る場合には、理由の要旨を示せば足りる。
２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方
が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しに
よって、その効力を生ずる。
３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにそ
の旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警
視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相
談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保
護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第
十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イ
からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記
官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該
申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター
（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セン
ターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対
し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い
配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。
５　保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）
第十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即
時抗告をすることができる。
２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原
因となることが明らかな事情があることにつき疎明があった
ときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい
ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止
を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間
は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。
４　前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる

という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判を
するものとする。

（保護命令事件の審理の方法）
第十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ
とができる審尋の期日を経なければ、これを発することが
できない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申
立ての目的を達することができない事情があるときは、この
限りでない。
２　申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第
二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合に
は、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該
所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは
保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内
容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合にお
いて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署
の長は、これに速やかに応ずるものとする。
３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者
暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人か
ら相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員
に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関し
て更に説明を求めることができる。

（期日の呼出し）
第十四条の二　保護命令に関する手続における期日の呼出
しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対す
る期日の告知その他相当と認める方法によってする。
２　呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対す
る期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、
期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不
遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者
が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したとき
は、この限りでない。

（公示送達の方法）
第十四条の三　保護命令に関する手続における公示送達
は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送
達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示
してする。

（電子情報処理組織による申立て等）
第十四条の四　保護命令に関する手続における申立てその
他の申述（以下この条において「申立て等」という。）のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により
書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ
の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる
情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四
項において同じ。）をもってするものとされているものであっ
て、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁
判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官
に対してするものを含む。）については、当該法令の規定に
かかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情
報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装
置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立て
等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることがで
きる。

るおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における
事情
三　第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第
十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。）
の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居して
いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされるこ
とを防止するため当該三項命令を発する必要があると認
めるに足りる申立ての時における事情
四　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合
にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会
することを余儀なくされることを防止するため当該命令を
発する必要があると認めるに足りる申立ての時における
事情
五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に
対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき
は、次に掲げる事項
イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職
員の所属官署の名称
ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

２　退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面
でしなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する
脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に
対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその
婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった
者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を
受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身
体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
を含む。）
二　前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対す
る暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害
を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時に
おける事情
三　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に
対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき
は、次に掲げる事項
イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職
員の所属官署の名称
ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

３　前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号
イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる事項の
記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四
号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事項についての
申立人の供述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十三条第
一項又は第五十九条第三項の認証を受けたものを添付し
なければならない。

（迅速な裁判）
第十三条　裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四
項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護命令」

信を行うこと。
二　前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ
て、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行
うこと。

（退去等命令）
第十条の二　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は
生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を
加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同
じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十八条第一項に
おいて同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚を
し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配
偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び
第十八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力
を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受
けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ
り、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して
二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用
する建物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律
第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をい
う。）の所有者又は賃借人が被害者のみである場合におい
て、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共に
生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居
の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活
の本拠を共にする場合に限る。

（管轄裁判所）
第十一条　接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下
「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手方の住
所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは
居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
２　接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄す
る地方裁判所にもすることができる。
一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等
が行われた地

３　退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する
地方裁判所にもすることができる。
一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又
は生命等に対する脅迫が行われた地

（接近禁止命令等の申立て等）
第十二条　接近禁止命令及び第十条第二項から第四項まで
の規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した
書面でしなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当
該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を
し、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶
者であった者からの身体に対する暴力等を受けたときに
あっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴
力等を受けた状況を含む。）
二　前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に
対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受け
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第二百五条
第三項

事項又は前項
の規定により
ファイルに
記録された
事項若しくは
同項の記録媒
体に記録され
た事項

事項

第二百十五
条第四項

事項又は第二
項の規定によ
りファイルに
記録された事
項若しくは同
項の記録媒体
に記録された
事項

事項

第二百三十
一条の三
第二項

若しくは送付
し、又は最高
裁判所規則で
定める電子情
報処理組織を
使用する

又は送付する

第二百六十
一条
第四項

電子調書 調書

記録しなけ
れば

記載しなければ

（最高裁判所規則）
第二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関す
る手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第五章　雑則

（職務関係者による配慮等）
第二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、
裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」
という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状
況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害
の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の
確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人
権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるため
に必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）
第二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に
努めるものとする。

（調査研究の推進等）
第二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のため
の指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方
法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る
人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

第百三十三
条の三
第一項

記載され、又
は記録された
書面又は電磁
的記録

記載された書面

当該書面又は
電磁的記録

当該書面

又は電磁的
記録その他こ
れに類する書
面又は電磁的
記録

その他これに類する
書面

第百五十一
条第二項
及び第二百
三十一条の
二第二項

方法又は最高
裁判所規則で
定める電子情
報処理組織を
使用する方法

方法

第百六十条
第一項

最高裁判所規
則で定めると
ころにより、
電子調書（期
日又は期日外
における手続
の方式、内容
及び経過等の
記録及び公証
をするために
この法律その
他の法令の規
定により裁判
所書記官が作
成する電磁的
記録をいう。
以下同じ。）

調書

第百六十条
第三項

前項の規定に
よりファイル
に記録された
電子調書の内
容に

調書の記載について

第百六十条
第四項

第二項の規定
によりファイ
ルに記録され
た電子調書

調書

当該電子調書 当該調書

第百六十条
の二
第一項

前条第二項の
規定によりフ
ァイルに記録
された電子調
書の内容

調書の記載

第百六十条
の二
第二項

その旨をファ
イルに記録
して

調書を作成して

とする。ただし、当該退去等命令を発することにより当該配
偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当
該退去等命令を発しないことができる。
２　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適
用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事項」
とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同
項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十八条第一
項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは「事
項並びに第十八条第一項本文の事情に」とする。

（事件の記録の閲覧等）
第十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判
所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正
本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明
書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあって
は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼
び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護
命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

第二十条　削除

（民事訴訟法の準用）
第二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保
護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、
民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編
までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の二、
第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第
九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第
百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第
六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第
百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二
項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第
二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合に
おいて、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。

第百十二条
第一項本文

前条の規定に
よる措置を開
始した

裁判所書記官が送達
すべき書類を保管し、
いつでも送達を受け
るべき者に交付すべ
き旨の裁判所の掲示
場への掲示を始めた

第百十二条
第一項
ただし書

前条の規定に
よる措置を開
始した

当該掲示を始めた

第百十三条 書類又は電磁
的記録

書類

記載又は記録 記載

第百十一条の
規定による措
置を開始した

裁判所書記官が送達
すべき書類を保管し、
いつでも送達を受け
るべき者に交付すべ
き旨の裁判所の掲示
場への掲示を始めた

場合において、第十条第二項から第四項までの規定による
命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力
の停止をも命じなければならない。
５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てるこ
とができない。
６　抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第
十条第二項から第四項までの規定による命令が発せられ
ているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ
ばならない。
７　前条第四項の規定による通知がされている保護命令につ
いて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を
命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判
所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をし
た配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。
８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗
告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。

（保護命令の取消し）
第十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申
立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を
取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二
項から第四項までの規定による命令にあっては接近禁止命
令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後に
おいて、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生
じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これ
らの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命
令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同
様とする。
２　前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が
前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合につい
て準用する。
３　三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日
から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が効力を
生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日
以後において、当該三項命令を発した裁判所に対し、第十
条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、
当該三項命令の取消しの申立てをすることができる。
４　裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消し
に係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かなければな
らない。
５　第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即
時抗告をすることができる。
６　第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生
じない。
７　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から
第三項までの場合について準用する。

（退去等命令の再度の申立て）
第十八条　退去等命令が発せられた後に当該発せられた退
去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生
命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令
の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生
活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がそ
の責めに帰することのできない事由により当該発せられた
命令の期間までに当該住居からの転居を完了することがで
きないことその他の退去等命令を再度発する必要があると
認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するもの
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を
営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発
揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業
生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに
鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八
号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍
の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共
団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針
及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における
活躍を推進するための支援措置等について定めることによ
り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進
し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化
の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変
化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的
とする。

（基本原則）
第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活
における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの
意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す
る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他
の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を
通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職
場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及
ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意し
て、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨
として、行われなければならない。
２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営
む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に
関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその
他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏
まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協
力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお
ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし
つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整
備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続
的な両立が可能となることを旨として、行われなければなら
ない。
３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性
の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重
されるべきものであることに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業
生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第
五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性
の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策
定し、及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇
用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会
の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活と
の両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努め
るとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生
活における活躍の推進に関する施策に協力しなければなら
ない。

第二章　基本方針等

（基本方針）
第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施
するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基
本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的
な方向
二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組に関する基本的な事項
三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に
関する次に掲げる事項
イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援
措置に関する事項
ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環
境の整備に関する事項
ハ　職場において行われる就業環境を害する言動に起因
する問題の解決を促進するために必要な措置に関する
事項
ニ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する
施策に関する重要事項

四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における
活躍を推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった
ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）
第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の
区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関
する施策についての計画（以下この条において「都道府県
推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められてい
るときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当
該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍
の推進に関する施策についての計画（次項において「市
町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
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第六章　罰則

第二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用する
第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によ
るものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、
二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十条　第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して
秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下
の罰金に処する。

第三十一条　第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第
二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第
二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項
若しくは第二項（第二十八条の二において準用する第十八
条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の
規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立
書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料
に処する。

附　則　（略）

（民間の団体に対する援助）
第二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団
体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市町村の支弁）
第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し
なければならない。
一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行
う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に掲
げる費用を除く。）
二　第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援セ
ンターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労
働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含
む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用
三　第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援
員が行う業務に要する費用
四　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、
社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合
を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２　市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相
談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければなら
ない。

（国の負担及び補助）
第二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前
条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及
び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担す
るものとする。
２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の
十分の五以内を補助することができる。
一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう
ち、同項第三号及び第四号に掲げるもの
二　市町村が前条第二項の規定により支弁した費用

第五章の二　補則

（この法律の準用）
第二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章までの規
定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同
生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする
関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身
体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体
に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消し
た場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受け
る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者
について準用する。この場合において、これらの規定（同条
を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者
からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句に読み替えるものとする。

第二条 配偶者 第二十八条の二に規
定する関係にある相
手（以下「特定関係者」
という。）

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律 　　　　　平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号
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３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す
る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取
り消すことができる。
４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事し
ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集
時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する
事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け
出なければならない。
５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に
よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項及
び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第
三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の
三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並
びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労
働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は
同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に
対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四
項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する
職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合にお
いて、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうと
する者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働
者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項
中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」と
あるのは「期間」と読み替えるものとする。
６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規
定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」と
あるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させ
ようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、
同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託
者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四
項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、
「同項に」とあるのは「次項に」とする。
７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の
相談及び援助の実施状況について報告を求めることがで
きる。

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に
対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供
し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法につい
て指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施
を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）
第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により
一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は
これらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般
事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は
一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよ
うに相談その他の援助の実施に努めるものとする。

　第三節　特定事業主行動計画
第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ
れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）
は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に

百十三号）第十三条第一項の規定に基づき講じている措
置に関する情報を公表していること、同法第十九条に規
定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三
年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当す
る者を選任していること、当該女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なもの
であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）
第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認
定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第
七項の規定は、適用しない。
２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところに
より、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）
第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣
の定める表示を付することができる。
２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）
第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各
号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消
すことができる。
一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。
二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認める
とき。
三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の
公表をしたとき。
四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基
づく命令に違反したとき。
五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）
第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主
（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以
下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当
該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行
わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当
該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二
年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定
は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により
設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令
で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は
間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該
当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主
に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取
組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行う
ものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該
相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める
基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画
を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ
により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけ
ればならない。
５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画
を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ
により、これを公表しなければならない。
６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画
に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に
定められた目標を達成するよう努めなければならない。
７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以
下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業
主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚
生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを
変更したときも、同様とする。
８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業
主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第
四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主
が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につい
て、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に
よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職
業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組
の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省
令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うこと
ができる。

（認定一般事業主の表示等）
第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般
事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商
品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その
他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項
において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示
を付することができる。
２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項
の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

（認定の取消し）
第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこと
ができる。
一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認める
とき。
二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）
第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に
基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に
ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基
づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた
目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村
推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。

第三章　事業主行動計画等

　第一節　事業主行動計画策定指針
第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事
業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方
針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及
び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項
において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する
指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めな
ければならない。
２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項に
つき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものと
する。
一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の
内容に関する事項
三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する
取組に関する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主
行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。

　第二節　一般事業主行動計画等
（一般事業主行動計画の策定等）

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事
業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が百人を
超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事
業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下
同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、
同様とする。
２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の
実施により達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の内容及びその実施時期

３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画
を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め
るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割
合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的
地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のそ
の事業における女性の職業生活における活躍に関する状
況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため
に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案
して、これを定めなければならない。この場合において、前
項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労
働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労
働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割
合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
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る次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一　前項第一号及び二号に掲げる情報
二　前項第三号に掲げる情報または同項第四号に掲げる
情報の少なくともいずれか一方

３　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令
で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする
女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職
業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報のう
ち少なくとも一の情報を定期的に公表するよう努めなけれ
ばならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところによ
り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資
するよう、その事務及び事業における女性の職業生活にお
ける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけ
ればならない。
一　その任用する職員の男女の給与の額の差異
二　その任用する管理的地位にある職員に占める女性職
員の割合
三　前二号に掲げるもののほか、その任用し、又は任用しよ
うとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関
する実績
四　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に
資する勤務環境の整備に関する実績

第四章　女性の職業生活における活躍を
　　　　推進するための支援措置

（職業指導等の措置等）
第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進する
ため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進す
るため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営も
うとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応
じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。
３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一
部を、その事務を適切に実施することができるものとして内
閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当
該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関
して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）
第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に
関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政
上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）
第二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に
資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他
の特別の法律によって設立された法人であって政令で定め
るものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正
な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業
主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又

即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性
の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計
画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければなら
ない。
２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の
実施により達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変
更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしようとする
ときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占
める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時
間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
その他のその事務及び事業における女性の職業生活にお
ける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における
活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上
で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。こ
の場合において、前項第二号の目標については、採用する職
員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の
縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女
性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけれ
ばならない。
４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変
更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしたときは、
遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなけ
ればならない。
５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変
更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計
画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実
施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を
達成するよう努めなければならない。

　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用
する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生労
働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう
とする女性の職業選択に資するよう、その事業における女
性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定
期的に公表しなければならない。
一　その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
二　その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労
働者の割合
三　前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しよ
うとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の
提供に関する実績
四　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立
に資する雇用環境の整備に関する実績

２　第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一
般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、
職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する
よう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

第五章　雑則

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が
あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主
又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である
同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、
又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）
第三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第
二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした
第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項
に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主
若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定
する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合
において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったとき
は、その旨を公表することができる。

（権限の委任）
第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五
条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣
の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を
都道府県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）
第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施
のため必要な事項は、政令で定める。

第六章　罰則

第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定法
第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反
して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした
者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以
下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者
二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当
該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以
下の罰金に処する。
一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者
の募集に従事したとき。
二　第十六条第五項において準用する職業安定法第
三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。
三　第十六条第五項において準用する職業安定法第
三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当
該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場
合を含む。）の規定に違反したとき。
二　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十
条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実
施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般
事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施
策を実施するものとする。
２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等
の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよう
に努めるものとする。

（啓発活動）
第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお
ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、
その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）
第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に
関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活
における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整
理及び提供を行うものとする。

（協議会）
第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職業
生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及
び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」と
いう。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置
及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に
係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有
用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職
業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円
滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される
協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。
２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区
域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託
がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構
成員として加えるものとする。
３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき
は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで
きる。
一　一般事業主の団体又はその連合団体
二　学識経験者
三　その他当該関係機関が必要と認める者
４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項に
おいて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることによ
り、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共
有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の
実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組について協議を行うものとする。
５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府
令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

（秘密保持義務）
第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務
に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及
び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関
する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、
当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止
に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備そ
の他の必要な施策を講ずるものとする。

（人材の育成等）
第十条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共
同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機
会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を
深めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催の推進
その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものと
する。

（その他の施策）
第十一条　国及び地方公共団体は、第七条から前条までに
定めるもののほか、第六条の規定による実態の調査及び情
報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政
治分野における男女共同参画の推進のために必要な施策
を講ずるものとする。

附　則　（略）

び情報の収集等」という。）を行うものとする。
２　地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推
進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における
社会的障壁及び当該取組の状況について、実態の調査及
び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

（啓発活動）
第七条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共
同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるととも
に、必要な啓発活動を行うものとする。

（環境整備）
第八条　国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の
拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、
出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立
を支援するための体制の整備その他の政治分野における
男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めること
ができる環境の整備を行うものとする。

（性的な言動等に起因する問題への対応）
第九条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共
同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第
三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑を科する。

第三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽
の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附　則　（略）

たとき。
三　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十
条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁
をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四　第十六条第五項において準用する職業安定法第
五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律 　　　　　平成 30 年 5 月 23 日法律第 28 号

最終改正：令和 3 年 6 月 16 日法律 67 号

（目的）
第一条　この法律は、社会の対等な構成員である男女が公
選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣
官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若
しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職
（以下「公選による公職等」という。）にある者として国又は
地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参
画する機会が確保されること（以下「政治分野における男
女共同参画」という。）が、その立案及び決定において多様
な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となるこ
とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第
七十八号）の基本理念にのっとり、政治分野における男女共
同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及
び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分
野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる
事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画
を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画
する民主政治の発展に寄与することを目的とする。

（基本原則）
第二条　政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院
議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙
において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、
候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保し
つつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指
して行われるものとする。
２　政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思に
よって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画し
ようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会
の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固
定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行
が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす
影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個
性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行
われなければならない。
３　政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その
性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選
による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続
的な両立が可能となることを旨として、行われなければなら

ない。
４　政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の
政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地
方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行
政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り
組むことにより、行われるものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野に
おける男女共同参画の推進についての基本原則（次条にお
いて単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政
治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政
治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策
を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

（政党その他の政治団体の努力）
第四条　政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政
治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その
他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者
の数に係る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属
する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となる
にふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党その他の
政治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職
の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言
動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他
の事項について、自主的に取り組むよう努めるものとする。

（法制上の措置等）
第五条　国は、政治分野における男女共同参画の推進に関
する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置
その他の措置を講ずるものとする。

（実態の調査及び情報の収集等）
第六条　国は、政治分野における男女共同参画の推進に関
する取組に資するよう、その推進に当たって障壁となるよう
な社会における制度、慣行、観念その他一切のもの（次項に
おいて「社会的障壁」という。）及び国内外における当該取
組の状況について、実態の調査並びに情報の収集、整理、分
析及び提供（同項及び第十一条において「実態の調査及

困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律 　　　　　令和 4 年 5 月 25 日法律第 52 号

最終改正：令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号

第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営む
に当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面す
ることが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉
の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関
する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える
女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重さ
れ、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実
現に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、
性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の
様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で
困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）
をいう。

（基本理念）
第三条　困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、
次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一　女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そ
のために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱え
る女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えてい

る問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支
援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進さ
れるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援
助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括
的に提供する体制を整備すること。
二　困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民
間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施される
ようにすること。
三　人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資する
ことを旨とすること。

（国及び地方公共団体の責務）
第四条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっと
り、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策
を講ずる責務を有する。

（関連施策の活用）
第五条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性
への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じ
て福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その
他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。

（緊密な連携）
第六条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性
への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公
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困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しなが
ら、前項の業務を行うことができる。

（民生委員等の協力）
第十四条　民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に
定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護
委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁
護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）に定め
る保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）
に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関
し、女性相談支援センター及び女性相談支援員に協力する
ものとする。

（支援調整会議）
第十五条　地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問
題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係
機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託
を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活
動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支
援に従事する者その他の関係者（以下この条において「関
係機関等」という。）により構成される会議（以下この条にお
いて「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるものと
する。
２　支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を
適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うととも
に、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議
を行うものとする。
３　支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議
を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、
資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求め
ることができる。
４　関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合に
は、これに協力するよう努めるものとする。
５　次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等
の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、
支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。
一　国又は地方公共団体の機関　当該機関の職員又は職
員であった者
二　法人　当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者で
あった者
三　前二号に掲げる者以外の者　支援調整会議を構成す
る者又は当該者であった者

６　前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び
運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。

第四章　雑則

（教育及び啓発）
第十六条　国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難
な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を
深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
２　国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であ
ることについての意識の涵かん養に資する教育及び啓発を
含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく
支援を適切に受けることができるようにするための教育及
び啓発に努めるものとする。

る活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
11　前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関
し必要な事項は、政令で定める。

（女性相談支援センターの所長による報告等）
第十条　女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱え
る女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情に
あるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉
法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業
の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保護の
実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産
婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る
都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければな
らない。

（女性相談支援員）
第十一条　都道府県（女性相談支援センターを設置する指
定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号までを
除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号におい
て同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、その発見に
努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基
づいて必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女性
相談支援員」という。）を置くものとする。
２　市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除
く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号において
同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。
３　女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うの
に必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用
に特に配慮しなければならない。

（女性自立支援施設）
第十二条　都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させ
て、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図る
ための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の
促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者につ
いて相談その他の援助を行うこと（以下「自立支援」という。）
を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」という。）を設
置することができる。
２　都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、そ
の対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町
村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うこ
とができる。
３　女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その
対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該
児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する
支援が行われるものとする。

（民間の団体との協働による支援）
第十三条　都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援
に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を
尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に
留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの
活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方
法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行う
ものとする。
２　市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活
動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村
基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。
５　厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県
基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言
その他の援助を行うよう努めなければならない。

第三章　女性相談支援センターによる支援等

（女性相談支援センター）
第九条　都道府県は、女性相談支援センターを設置しなけ
ればならない。
２　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」
という。）は、女性相談支援センターを設置することができる。
３　女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への
支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一　困難な問題を抱える女性に関する各般の問題につい
て、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ず
ること又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員
若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二　困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性が
その家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱え
る女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び
第十二条第一項において同じ。）の緊急時における安全の
確保及び一時保護を行うこと。
三　困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図る
ため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を
行うこと。
四　困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促
進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育
等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関
係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五　困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けること
ができる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機
関との連絡調整その他の援助を行うこと。

４　女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、
その支援の対象となる者の抱えている問題及びその背景、
心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏ま
えながら、最適な支援を行うものとする。
５　女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。
６　女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を
行う施設を設けなければならない。
７　第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要
と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女
性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定
める基準を満たす者に委託して行うものとする。
８　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若し
くは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、
その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。
９　第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる
者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況
に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるもの
とする。
10　女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって
は、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関す

共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律
に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和
二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務
所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭
和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する
児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機
関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律
第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関をいう。）、
職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援セ
ンター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第
十三条に規定する日本司法支援センターをいう。）、配偶者
暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第
三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをい
う。）その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮
しなければならない。

第二章　基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）
第七条　厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支
援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」
という。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一
項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画
の指針となるべきものを定めるものとする。
一　困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な
事項
二　困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内
容に関する事項
三　その他困難な問題を抱える女性への支援のための施
策の実施に関する重要事項

３　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけ
ればならない。
４　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）
第八条　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお
ける困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実
施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県
基本計画」という。）を定めなければならない。
２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一　困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な
方針
二　困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実
施内容に関する事項
三　その他困難な問題を抱える女性への支援のための施
策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、
かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における
困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に
関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計
画」という。）を定めるよう努めなければならない。
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　すべての人が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発
揮するとともに、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も共
に分かち合う男女共同参画社会を実現することは、私たちの願
いであり、これまでも国際社会や国内の動向を踏まえたさまざ
まな取組が進められてきた。しかしながら、性別による固定的、
差別的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行等男女共同参
画社会の実現を妨げる要因は、依然として根強く残っている。
　こうした状況の中、私たちが少子高齢化、国際化及び高度情
報化の進展をはじめとする社会の急速な変化に的確に対応し
つつ、創造と共生の理念の下に、真に調和のとれた豊かな地域
社会を築き、今後も発展を続けていくためには、男女が共に対
等な立場であらゆる分野に参画し、一人一人の価値観に基づい
た多様な生き方を選択することのできる男女共同参画社会を
新たな地域文化をはぐくむ社会として創造するとともに、他の地
域に発信し、互いに歩んでいくことが不可欠である。
　このような認識から、私たちは、男女共同参画社会の実現を
目指すことを決意し、県、県民、事業者及び市町村が一体となっ
て男女共同参画を促進する取組を総合的かつ計画的に推進す
るため、この条例を制定する。

第一章　総則

（目的）
第一条　この条例は、男女の人権が尊重され、かつ、男女が
性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、一人一
人の価値観に基づいた多様な生き方を選択することのでき
る社会を実現することが極めて重要であることにかんがみ、
男女共同参画の促進に関し、基本理念を定め、県、県民及
び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本
的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計
画的に促進し、もって男女共同参画社会を実現することを
目的とする。

（定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
一　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、
自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に
参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責任
を担うことをいう。
二　積極的改善措置　社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会についての男女間の格差を改善するため
必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該
機会を積極的に提供することをいう。

（基本理念）
第三条　男女共同参画の促進は、男女の個人としての尊厳が
重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるか
を問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が
個人として能力を発揮する機会が確保されること、性別に

起因した暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重
されることを旨として、行われなければならない。
２　男女共同参画の促進に当たっては、社会における制度又
は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男
女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及
ぼすことにより、男女共同参画の促進を阻害する要因となる
おそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行
が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで
きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
３　男女共同参画の促進は、男女が、県における政策又は民
間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する
機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
４　男女共同参画の促進は、家族を構成する男女が、相互の
協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の
家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等
に参画することができるようにすることを旨として、行われな
ければならない。
５　男女共同参画の促進は、男女が互いの性を理解し合い、
性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として、
行われなければならない。
６　男女共同参画の促進は、男女が対等な立場で個人として
能力を発揮することにより、活力あふれる新たな地域文化
をはぐくむ社会を創造することを旨として、行われなければ
ならない。
７　男女共同参画を促進する取組が国際社会における取組
と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画
の促進は、国際的な交流と協力の下に行われなければなら
ない。

（県の責務）
第四条　県は、前条に定める男女共同参画の促進についての
基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同
参画の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同
じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　県は、県民、事業者、国及び市町村と連携し、及び協力し
て前項の施策を実施しなければならない。

（県民の責務）
第五条　県民は、基本理念にのっとり、性別による差別的取
扱いを排除するとともに、固定的な役割分担意識に基づく
制度及び慣行を改善するよう努めなければならない。
２　県民は、前項に規定するもののほか、職域、学校、地域、
家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画
の促進に寄与するよう努めなければならない。
３　県民は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施策
に協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）
第六条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が職域におけ
る活動に対等に参画する機会を確保すること、男女が職域
における活動と家庭における活動その他の活動とを両立し

二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一
号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負
担するものとする。
２　国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の
五以内を補助することができる。
一　都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費
用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの（女性相
談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第
三号に掲げるものに限る。）
二　市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用
３　国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一
項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げるも
の及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並
びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定により補助
した金額の全部又は一部を補助することができる。

第五章　罰則

第二十三条　第九条第八項又は第十五条第五項の規定
に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は
五十万円以下の罰金に処する。

附　則　（略）

（調査研究の推進）
第十七条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女
性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身
の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推
進に努めるものとする。

（人材の確保等）
第十八条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女
性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措
置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問
題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及び資質
の向上を図るよう努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）
第十九条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女
性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な
援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市町村の支弁）
第二十条　都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援セン
ターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号ま
でに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。
一　女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費
用を除く。）
二　女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の
一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が定め
る基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれ
に伴い必要な事務に要する費用
三　都道府県が置く女性相談支援員に要する費用
四　都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要す
る費用
五　都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その
他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれ
に伴い必要な事務に要する費用
六　第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又
は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性へ
の支援に要する費用

２　市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を
支弁しなければならない。
３　市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行
い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女
性への支援に要する費用を支弁しなければならない。

（都道府県等の補助）
第二十一条　都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自
立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助す
ることができる。
２　都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の
規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲
内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活
動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前条第一項
第六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託費の対象
となる費用を除く。）の全部又は一部を補助することがで
きる。

（国の負担及び補助）
第二十二条　国は、政令で定めるところにより、都道府県が第

岡山県男女共同参画の促進に
関する条例 　　　　　平成 13 年 6 月 26 日岡山県条例第 51 号

最終改正：平成 26 年 3 月 20 日岡山県条例第 13 号



関
係
資
料

関
係
資
料

125 126

二　加害者に対し、当該被害者との面会及び交渉を禁止
し、又は制限すること。

第四章　岡山県男女共同参画審議会

第二十四条　男女共同参画に関する重要事項についての調
査及び審議並びに男女共同参画の促進に関する施策又は
男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策に
ついての建議に関する事務を行わせるため、岡山県男女共
同参画審議会（以下この条及び附則第一項において「審議
会」という。）を置く。
２　審議会は、委員十五人以内で組織する。
３　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の
四未満とならないものとする。
４　委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。この場
合において、第二号に掲げる者については、五人以内とする。
一　学識経験を有する者
二　公募に応じた者
５　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関
し必要な事項は、規則で定める。

附　則（平成十三年六月二十六日条例第五十一号）

（施行期日）
１　この条例は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、
第十条第四項（審議会に係る部分に限る。）、第十七条第二
項、第四章及び附則第三項の規定は、平成十四年四月一日
から施行する。

（経過措置）
２　男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）
第十四条第一項の規定により定められた男女共同参画計
画は、第十条の規定により策定された基本計画とみなす。

（関係条例の一部改正）
３　岡山県附属機関条例（昭和二十七年岡山県条例第
九十二号）の一部を次のように改正する。
　別表第１岡山県男女共同参画推進協議会の項を削る。

ことができる。

（事業者等の表彰）
第二十条　県は、男女共同参画を促進するため、男女共同参
画の促進に関する活動を積極的に行う事業者等の表彰を
行うものとする。

（男女共同参画推進月間）
第二十一条　県民及び事業者の間に広く男女共同参画に対
する関心と理解を深めるとともに、県民及び事業者が男女
共同参画の促進に関する活動を積極的に行う意欲を高め
るため、男女共同参画推進月間を設ける。
２　男女共同参画推進月間は、十一月とする。
３　県は、男女共同参画推進月間の趣旨にふさわしい事業を
実施するものとする。

第三章　男女共同参画を阻害する行為の禁止等

（阻害行為の禁止等）
第二十二条　何人も、男女共同参画を阻害する次に掲げる行
為を行ってはならない。
一　社会のあらゆる分野における性的な言動により当該言
動を受けた個人の生活の環境を害する行為又は性的な
言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与え
る行為
二　家庭内等における配偶者その他の親族関係にある者、
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者及び生活の本拠を共にする交際( 婚姻関係に
おける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを
除く。) をする関係にある者（過去においてこれらの関係
にあった者を含む。）に対する身体的な苦痛又は著しい
精神的な苦痛を与える暴力的な行為

２　何人も、社会のあらゆる分野における男女共同参画を阻
害する内容を含む規約その他の取決めを定め、又は契約を
締結しないようにするとともに、既に定められ、又は締結さ
れた当該内容を含む取決め又は契約については、その是正
に努めなければならない。

（被害者の保護等）
第二十三条　県は、前条第一項第一号に掲げる行為により生
活の環境を害され、又は不利益を受けた旨の申出があった
場合において、当該申出者からの相談に応じることその他
の必要な措置を講ずるものとする。
２　県は、前条第一項第二号に掲げる行為により被害を受け
た者（以下この条において「被害者」という。）に対し、適切
な助言、施設への一時的な入所等による保護その他の必要
な支援を行うものとする。
３　前項の規定により被害者が一時的に入所し、又は滞在す
るための施設として知事が別に定める施設の管理者及びそ
の職員は、当該被害者等からの申立てにより、前条第一項
第二号に掲げる行為が当該被害者に対して引き続き行われ
るおそれがあるときその他当該被害者を保護するために必
要があると認めるときは、次に掲げる措置を採ることがで
きる。
一　当該被害者に対し前条第一項第二号に掲げる行為を
行った者（次号において「加害者」という。）に対し、当該
被害者の存在を秘匿すること。

とができる。
２　県は、市町村が実施する男女共同参画の促進に関する
施策の策定及び実施について、必要な協力を行うものと
する。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第十二条　県は、男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認め
られる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同
参画の促進に配慮するものとする。

（調査及び研究）
第十三条　県は、男女共同参画の促進に関する施策を策定
し、及び実施するため、必要な調査及び研究を行うものと
する。

（普及啓発等）
第十四条　県は、県民及び事業者が男女共同参画に対する
関心と理解を深めるよう普及啓発及び学習機会の提供に
ついて必要な措置を講ずるものとする。
２　県は、前項の普及啓発及び学習機会の提供を行うに当
たっては、情報媒体により公衆に表示される情報を個人が
主体的に読み解いていくために必要な能力に関し、事業者
の理解と協力の下に、県民の当該能力の向上について特に
配慮するよう努めるものとする。

（教育の推進）
第十五条　県は、県民の男女共同参画に対する関心と理解
が深まるよう男女共同参画に関する教育の推進に努めるも
のとする。

（県民等の活動に対する支援）
第十六条　県は、県民又は事業者が行う男女共同参画の促
進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成
その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（苦情の処理）
第十七条　県は、県が実施する男女共同参画の促進に関す
る施策又は男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認めら
れる施策についての県民又は事業者からの苦情の適切な
処理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２　知事は、前項の苦情のうち特に必要があると認めるもの
については、岡山県男女共同参画審議会の意見を聴くもの
とする。

（相談への対応）
第十八条　県は、性別による差別的取扱いその他の男女共
同参画を妨げる行為についての県民又は事業者からの相
談に適切に対応するよう努めるものとする。

（報告の徴収、勧告等）
第十九条　知事は、男女共同参画の促進のために必要があ
ると認めるときは、事業者に対し、男女の就業状況その他必
要な事項について報告を求めることができる。
２　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況
を公表することができる。
３　知事は、第一項の報告の内容に基づき必要があると認め
るときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう勧告する

て行うことができる職域環境を整備すること等により、その
事業活動において男女が共同して参画することができる体
制を整備するよう努めなければならない。
２　事業者は、前項に規定するもののほか、その事業活動に
おいて男女共同参画の促進に寄与するよう努めなければな
らない。
３　事業者は、県が実施する男女共同参画の促進に関する
施策に協力するよう努めなければならない。

（推進体制の整備等）
第七条　県は、県民、事業者、国及び市町村と連携しながら、
男女共同参画の促進に関する施策を積極的に推進するた
めの体制を整備するものとする。
２　県は、男女共同参画の促進に関する施策を推進するた
め、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（積極的改善措置への協力等）
第八条　県は、男女共同参画を促進する上で積極的改善措
置が重要であることにかんがみ、県民、事業者及び市町村
が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相
談、助言その他の協力を行うものとする。
２　県は、法令等により設けられた委員、委員会、審査会、審
議会及びこれらに準ずるものの構成員を任命し、又は委嘱
する場合は、積極的改善措置を講ずることにより男女の構
成員数の均衡を図るよう努めるものとする。

（年次報告）
第九条　知事は、男女共同参画の促進に関する施策の総合
的かつ計画的な推進に資するため、その実施状況等につい
て年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

第二章　男女共同参画の促進に関する基本的施策

（基本計画）
第十条　県は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関す
る基本的な計画（以下この条及び附則第二項において「基
本計画」という。）を策定するものとする。
２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の促進に
関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民及び事
業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ず
るものとする。
４　知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ岡
山県男女共同参画審議会及び市町村の意見を聴くものと
する。
５　知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公
表するものとする。
６　前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（市町村との協力）
第十一条　県は、市町村に対し、男女共同参画の促進に関す
る施策を策定し、及び実施すること並びに県が実施する男
女共同参画の促進に関する施策に協力することを求めるこ
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第１章　計画の基本的な考え方

１　計画の趣旨
　配偶者等からの暴力（ＤＶ）、性犯罪・性暴力、ストーカー
行為、セクシュアルハラスメントなど、すべての暴力は、犯罪
となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者の心身
を深く傷つけ、その後の人生にも深刻な影響を及ぼすもの
です。当事者の性別や間柄を問わず、決して許されるもの
ではありません。
　性別に基づくあらゆる暴力の根絶は、男女共同参画社会
を実現していく上で不可欠であり、社会全体で取り組み、
克服すべき重大な課題にほかなりません。そのためには、
暴力の発生を防ぎ、暴力を容認しない社会風土の醸成に
努めるとともに、被害者のニーズに応じた支援体制の充実
が求められています。
　配偶者等からの暴力（ＤＶ）については、相談件数が近
年3,000件を超えて推移しており、県民意識調査でも、配
偶者のいる又はいた女性の約４割、男性の２割台半ばが配
偶者等から暴力を受けたことがあるとの結果が出ていま
す。特に女性に対する暴力の背景には、社会における男女
が置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在しており、そ
の根絶に向けては、社会経済における男女間の格差是正
や、男女の人権尊重の徹底等の意識改革に取り組む必要
があります。
　配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、子どもの目の前で配偶者
等へ暴力を振るう、いわゆる「面前ＤＶ」をはじめ児童虐待
との関連が指摘されるなど、複雑化・多様化しており、引き
続き、市町村、児童相談所など関係機関と連携し、かつ、ボ
ランティア・NPOと協働し、広報・啓発や、被害者の保護と
自立支援に取り組む必要があります。
　若い世代においては、交際相手からの暴力（デートＤＶ・
ストーカー）についても、予防啓発、教育・学習の推進や相
談窓口の周知が重要です。
　こうした状況に対応するため、県では、市町村や民間団
体等と緊密な連携を図りながら、ＤＶの防止と被害者の保
護及び自立支援等に取り組むとともに、ＤＶのない社会づ
くりを目指し、ＤＶ対策を総合的かつ効果的に推進するた
め、取り組むべき施策を取りまとめた計画として、第６次お
かやまウィズプラン及び岡山県困難な問題を抱える女性
支援計画との整合性を図り、「岡山県配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する基本計画」（以下「県基
本計画」という。）を策定するものです。

＜配偶者等からの暴力(ＤＶ) ＞
「配偶者や交際相手など親密な関係にある、またはあっ
た者から振るわれる暴力」のことで、「ドメスティック・バ
イオレンス（Domestic Violence）」ともいわれ、しばし
ば「ＤＶ」と略されて使われています。ＤＶには、殴る、蹴
るといった身体的暴力だけではなく、精神的暴力、性的
暴力、経済的暴力、社会的暴力なども含みます。

第３章　計画の内容

１　計画の内容

①　性別に基づくあらゆる暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進

【推進する施策】

○ 性別に基づくあらゆる暴力を許さない社会環境づくりに向けての啓発
〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課〕

○ DVに関する相談窓口の周知� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ 高齢者及び障害のある人への虐待防止の推進� 〔保健医療部 健康推進課、子ども・福祉部 指導監査課・障害福祉課・長寿社会課〕

○ 県立学校における人権学習（性別に基づくあらゆる暴力の防止）の推進� 〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕

②　被害者への相談・支援・救済体制の充実

【推進する施策】

○ 相談支援体制の整備など市町村が行うＤＶ対策との連携や支援� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ DV相談とDV被害者を支援する体制（配偶者暴力相談支援センター）の充実�〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

○ 医療関係者等のＤＶについての理解の促進� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ ＤＶに関する相談窓口の周知� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕［再掲］

○ ワンストップ支援センターの機能強化など性犯罪・性暴力被害の申告や相談をしやすい環境づくり
〔県民生活部 くらし安全安心課、子ども・福祉部 女性相談支援センター、警察本部 県民広報課・捜査第一課〕

○ 男女共同参画に関する総合相談の実施� 〔県民生活部 ウィズセンター〕

○ 女性の人権についての相談機関の連携� 〔県民生活部 ウィズセンター〕

○ 男性相談員による男性電話相談の実施� 〔県民生活部 ウィズセンター〕

○ 在住外国人に対する相談体制の充実� 〔県民生活部 国際課、子ども・福祉部 女性相談支援センター〕

○ 関係機関の連携強化など切れ目のない手厚い性犯罪・性暴力被害者支援の推進
〔県民生活部 くらし安全安心課、子ども・福祉部 女性相談支援センター〕

○ 望まない妊娠への対応など、妊娠・出産に関する専門的な相談を受ける「おかやま妊娠・出産 サポートセンター」の更なる周知
〔保健医療部 健康推進課〕

○ 迅速で安全な保護体制の充実� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

○ 障害のある人へのDVについての情報提供� 〔子ども・福祉部 障害福祉課〕

○ 高齢者及び障害のある人への虐待防止の推進
〔保健医療部 健康推進課、子ども・福祉部 指導監査課・障害福祉課・長寿社会課〕［再掲］

○ 児童生徒・教職員等への各種相談窓口の紹介� 〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕

○ DV被害者及びストーカー被害防止のための相談体制の強化及び支援の推進�〔警察本部 県民広報課・人身安全対策課・捜査第一課〕

○ 市町村要保護児童対策地域協議会等との連携による子どもに対する支援の充実
〔子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課・女性相談支援センター〕

○ 男性等の一時保護等の検討� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ 民生委員・児童委員等のDVについての理解促進� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・子ども家庭課〕

○ ＤＶ被害者からの苦情の適切かつ迅速な処理� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

＜配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す
る法律（ＤＶ防止法）に規定する暴力＞
・配偶者からの暴力（第１条第１項、第３項）

　「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対す
る暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす
言動（精神的暴力や性的暴力など）をいいます。「配偶
者」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みますが、恋人や交際相手は含みません。ただし、 配
偶者からの暴力を受けた後に離婚し、元配偶者から引
き続き受ける暴力については、「配偶者からの暴力」に
含みます。

・生活の本拠を共にする交際相手からの暴力（第28条の2）
　「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」とは、

「元生活の本拠を共にする交際相手（生活の本拠を共
にする交際関係を解消する前に暴力を受け、解消後も
引き続き暴力を受ける場合）からの暴力」を含み、「配
偶者からの暴力」に準じて、ＤＶ防止法の適用対象と
されます。

２　計画の位置付け
　この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律」（平成13年法律第31号）（以下「ＤＶ防
止法」という。）第２条の３第１項の規定に基づく、県基本計
画です。

３　計画の期間 
　この計画の期間は、令和８（2026）年度を初年度とし、令
和12（2030）年度を目標年度とする５年間とします。

第２章　配偶者からの暴力の現状

　県が実施した「男女共同参画社会に関する県民意識調
査」（令和６（2024）年）では、これまでに結婚（事実婚を
含む）したことのある人のうち、３割超の人が配偶者から暴
力（ＤＶ）を受けた経験があり、これまで交際相手がいた
人のうち、１割超の人が交際相手から暴力を受けた経験が
あります。また、４割超の人が、配偶者や交際相手から暴力
を受けたことを「誰（どこ）にも相談しなかった」となってい
ます。
　配偶者等からの暴力（ＤＶ）の相談件数が高い水準で
推移しており、暴力防止・被害者保護対策などの一層の充
実が求められています。 
　若い世代においては、交際相手などからの暴力（デート
ＤＶ・ストーカー）について、啓発や被害者保護対策を進め
る必要があります。

岡山県配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する基本計画（抄） 平成 17 年 3 月策定

令和 8 年 3 月改定
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③　被害者の自立支援のための取組

【推進する施策】

○ 民間団体と連携した自立支援体制の強化� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

○ ＤＶ被害者の住居の確保に向けた支援や県営住宅の提供� 〔子ども・福祉部 女性相談支援センター、土木部都市局 住宅課〕

○ 就業や福祉制度等の情報提供�〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 女性相談支援センター、産業労働部 労働雇用政策課〕

○ ＤＶ被害者等に係る情報の保護� 〔県民生活部 市町村課、子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ 法律相談の実施や法律扶助制度の情報提供
〔県民生活部 くらし安全安心課・ウィズセンター、子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

○ 心的外傷後ストレス障害を含む心の回復及び生活支援� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

④　加害者の更生のための取組

【推進する施策】

○ 国や他県の取組状況等の情報収集及び市町村等への情報提供・共有� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ 県内の情勢、更生の意思のある加害者ニーズを踏まえた加害者更生の取組手法の調査研究� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

○ 「アルコール依存症」等への支援体制の充実� 〔保健医療部 健康推進課〕

⑤　子ども・若者への予防啓発、デートＤＶ対策の推進

【推進する施策】

○ 若年層を対象としたデートＤＶ防止のための広報・啓発� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕 

○ 学校等が開催するデートＤＶ防止のための啓発講座への講師派遣� 〔子ども・福祉部 子ども家庭課〕 

○ 県立学校における人権学習（性別に基づくあらゆる暴力の防止）の推進� 〔教育庁 人権教育・生徒指導課〕［再掲］

⑥　関連施策の推進体制の強化と民間団体等との協働

【推進する施策】

○ ＤＶ相談に関係する機関で構成する法定協議会での意見交換及び課題の検討
〔県民生活部 ウィズセンター、子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕

○ 相談支援体制の整備など市町村が行うＤＶ対策との連携や支援� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕［再掲］ 

○ 民間団体と連携した自立支援体制の強化� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕［再掲］ 

○ ＤＶ被害者の移送も想定した広域連携の推進� 〔子ども・福祉部 地域福祉課・女性相談支援センター〕 

○ 市町村におけるＤＶ防止基本計画の策定等支援� 〔子ども・福祉部 地域福祉課〕

２　数値目標

数値目標 策定時 目標値

配偶者暴力相談支援センター又は女性相談支援員を設置している市町村数
５市町村
（Ｒ６）

10市町村
（Ｒ12）

女性相談支援センターが実施する、相談支援員等の資質を向上するための研修や
交流会に参加した民間団体の参加者数

39人
(Ｒ６)

100人
（Ｒ12）

デートＤＶ防止講座等を受講した児童・生徒等の数
1,489人

(Ｒ６)
10,000人

（Ｒ８～Ｒ12 累計）

第６次岡山県人権政策推進指針（抄） 令和 8 年 3 月策定

２　各人権課題

（１） 女性
ア 現状と課題
　男女が対等なパートナーとして、一人ひとりの個性と能力
を発揮する男女共同参画社会を実現するためには、性別に
よる差別的取扱いを受けないことや、個人として能力を発
揮する機会が保障されること、あらゆる暴力が根絶される
ことなど、男女の人権が尊重されることが重要です。
　県では、国内外の動きを背景に、平成13（2001）年の「お
かやまウィズプラン21」の策定から、令和３（2021）年の「第
５次おかやまウィズプラン」まで５年ごとに新たな男女共
同参画基本計画を策定し、さまざまな施策を推進してきま
した。
　しかし、令和６（2024）年10月の「岡山県男女共同参画
社会に関する県民意識調査」では、固定的な性別役割分
担意識に変化がみられますが、家庭での役割分担につい
ては、「生活費を稼ぐ」のは夫、「家事・育児等」は妻の役割と
の認識が高く、また、社会通念・慣習・しきたりなどでの男
女の地位の不平等感も根強く存在しています。
　また、令和６（2024）年４月に「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する法律」が改正施行され、
自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた者も申立て対象
とするとともに、精神に重大な危害を受けるおそれが大き
い場合も配偶者等の接近禁止命令の対象となるなど、依然
として配偶者等からの暴力（以下「DV」という。）の根絶が
重大な課題となっています。
　複雑化、多様化する女性をめぐる課題解決に向け、県で
は、令和６（2024）年４月施行の「困難な問題を抱える女
性への支援に関する法律」に基づき、市町村や民間団体等
と緊密な連携を図りながら取組を推進しています。

イ 基本的な施策の方向
　すべての人が性別にかかわりなくその個性と能力を十
分に発揮するとともに、互いにその人権を尊重しつつ、喜び
も責任も共に分かち合う男女共同参画社会の実現に向け、
「第６次おかやまウィズプラン」等に基づき、総合的かつ効
果的に施策を推進します。

（ｱ）男女共同参画社会の基盤づくり
　男女共同参画の視点に立った法律や制度が整備さ
れ、男女共同参画の意識も以前に比べると浸透してきて
いますが、家庭での性別役割分担について、「生活費を稼
ぐ」のは夫、「家事・育児等」は妻の役割との認識が高く、
また、社会通念・慣習・しきたりなどでの男女の地位の
不平等感も根強く存在しています。
　このような現状を踏まえて、男女共同参画社会の基盤
づくりを進めるため、地域社会や職場等での固定的な
性別役割分担意識の解消に向けた男女双方の意識改革
や、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス) に対す
る気付きを促す取組を進めます。
　また、人権意識や男女平等観を育てるため、教職員の
資質と指導力の向上や、家庭や地域において、子ども一
人ひとりの個性と能力を発揮できる環境づくりに取り組

みます。
　さらに、男女共同参画社会の実現は、女性だけでな
く、男性にとっても生きやすく暮らしやすい多様な幸せ
（well-being（*26））を実現する社会を築くことでもあり
ます。男性の男女共同参画に対する理解を促進するとと
もに、長時間労働等を前提とした労働慣行の見直しや、
男性の育児休業取得の促進等に取り組み、男女ともに仕
事と家庭が両立できる環境づくりを推進します。

（ｲ）男女の人権が尊重される社会の構築

①　性別に基づくあらゆる暴力の根絶
　DV、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアル
ハラスメントなどすべての暴力は、犯罪となる行為を
含む重大な人権侵害であり、被害者の心身を深く傷
つけ、その後の人生にも深刻な影響を及ぼすもので
す。県内のDV相談件数は近年3,000件を超えて推移
しており、「岡山県男女共同参画社会に関する県民意
識調査」でも、配偶者のいる又はいた女性の約４割、
男性の２割台半ばがDVを受けたことがあるとの結果
が出ています。
　DVについては、「岡山県配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する基本計画」に基づき、
広報・啓発や被害者の保護と自立支援に取り組むとと
もに、男性からの相談体制の充実などを図ります。若
い世代においては、交際相手からの暴力（デートDV・
ストーカー）が問題になっていることから、予防啓発、
教育の推進や相談窓口の周知に取り組みます。
　また、性犯罪・性暴力については、「同意のない性的
な行為は性暴力である」という認識を社会全体で共
有し、相談しやすい環境の整備など被害者支援の充
実を図るほか、教育・啓発活動を通じた意識改革に取
り組みます。
　さらに、ストーカー行為に対しては、「ストーカー規
制法（*27）」等に基づき、警告や禁止命令などの対応
を行うほか、被害者へのアドバイスや防犯器具の貸し
出しなど必要な援助に取り組みます。
　性別に基づくあらゆる暴力の根絶は、男女共同参
画社会を実現していく上で、社会全体で取り組み、克
服すべき重大な課題であることから、市町村をはじめ
とする関係機関やボランティア・NPO等と連携して取
組を進めます。

②　生涯を通じた女性の健康支援
　女性の心身の状態は、年代や月経・妊娠・閉経等に
伴う内分泌環境の変化によって大きな影響を受ける
という特性があり、生涯を通じて、男性とは異なる身
体的、精神的、社会的な健康上の変化や問題に直面
することに男女とも留意する必要があり、「性と生殖に
関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
（*28）」の視点が重要です。
　性別による違いについて理解を深める取組を進め
るとともに、女性の健康を生涯にわたり包括的に支援
します。



関
係
資
料

関
係
資
料

131

(*26)well-being：確立された定義はないが、身体的・精神
的・社会的に「良い状態」を表すといった考え方もあ
るように、非常に幅広い概念

(*27) ストーカー規制法：ストーカー行為等の規制等に関
する法律

(*28) 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ）：平成６(1994) 年のカイロで開催
された国際人口・開発会議で提唱された考え方で、
安全な妊娠・出産、性感染症の予防等を含む女性の
生涯を通じた性と生殖に関する健康とその権利

(*29) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）：一人
ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事
上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに
おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階
に応じて多様な生き方を選択・実現すること

③　生活上のさまざまな困難を抱える人々への支援
　経済情勢の変化に伴い、雇用・就業をめぐる環境
が厳しさを増す中で、貧困や地域での孤立などさま
ざまな生活上の困難に直面している人がいます。
　このため、ひとり親家庭など経済的に不安定な家
庭からの相談に応じる体制の強化や自立支援などの
対策を行います。
　また、固定的な性別役割分担意識がもたらす過度
のプレッシャーや、地域での孤立化などによる男性の
心身の健康の問題も懸念されることから、周囲との
ネットワークづくりや日常生活面の支援を行うほか、
男性相談の充実などを図ります。

④　男女共同参画の視点に立った防災・復興対策の推進
　防災・復興に関する政策・方針決定過程や防災の
現場における女性の参画拡大を図り、女性や子ども、
要配慮者など支援が必要な人たちのニーズ等に配慮
した災害対応の取組を平常時から一層推進します。

（ｳ）男女が共に活躍する社会づくり
　男女が社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担
うことは男女共同参画社会の基礎となるものであり、女
性の活躍が進むことは、すべての人が生きがいを感じら
れ、多様性が尊重される社会の実現とともに、社会経済
の持続的な発展の確保にもつながるものです。行政はも
とより、関係機関、各種団体、企業などへも働きかけ、政
策・方針決定過程への女性の参画拡大を一層推進して
いきます。
　さらに、医療、科学技術・学術といったさまざまな分野
や農林水産業、自営業、建設業といった産業において
も、女性の活躍の場の拡大に向けた取組を進めます。
　職場における男女の均等な機会と待遇の確保や女性
が働き続けることのできる環境づくりを進めるとともに、
意欲と能力のある女性や子育て中の女性等への支援な
ど、女性のチャレンジを支援します。
　誰もが働きやすく、暮らしやすい社会を目指し、仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス（*29）の実現に向け
て取り組みます。
　若い世代の大都市圏への転出超過の状況も踏まえ、
さまざまなライフステージにあっても、誰もが自分らしく
生きがいを持って生きられる魅力ある地域づくりとその
発信に取り組みます。


